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Ⅰ．２０１７年度の活動実績 

前回総会翌日（２０１７年６月２０日）～今次総会（２０１８年６月１３日） 

 

１．ＮＨＫ裁判（放送法遵守義務確認請求事件）支援 

（１）傍聴呼びかけ・裁判報告会の実施 

 ＊ 宮内訴訟（２０１６年７月）、第１次集団訴訟（２０１６年１２月）→宮内・溝川訴訟 

   第２次集団訴訟（２０１７年３月）               →北野訴訟  

   第３次集団訴訟（２０１７年９月）               →高桑訴訟 

＊ 大法廷 傍聴席  ７０席、２０１号法廷 傍聴席 ２４席 

 

年月日 口頭弁論 傍聴 裁判報告会 

① 2017.7.26 

 

北野訴訟 

第１回 

大法廷 

傍聴者 ４８名 

県教育会館 

② 2017.9.4 

 

宮内・溝川訴訟 

第５回 

大法廷 

傍聴者 ６７名 

県教育会館 

③ 2017.10.18 

 

北野訴訟 

第２回 

２０１号法廷 

傍聴者 １２名 

裁判所裏庭 

 

④ 2017.11.13 

 

高桑訴訟 

第１回 

２０１号法廷 

傍聴者 １９名 

裁判所裏庭 

⑤ 2017.12.4 宮内・溝川訴訟 

第 6 回 

大法廷 

傍聴者 ５３名 

県教育会館 

⑥ 2017.12.13 

 

北野訴訟 

第 3 回 

２０１号法廷 

傍聴者 １４名 

裁判所裏庭 

⑦ 2018.2.26 宮内・溝川訴訟 

第 7 回 

大法廷 

傍聴者 ６１名 

大和ビル 

⑧ 2018.2.26 高桑訴訟 

第２回 

２０１号法廷 

傍聴者 １５名 

裁判所裏庭 

⑨ 2018.2.28 北野訴訟 

第４回 

２０１号法廷 

傍聴者  ９名 

裁判所裏庭 

⑩ 2018.5.7 宮内・溝川訴訟 

第８回 

大法廷 

傍聴者 ６０名 

県教育会館 

⑪ 2018.5.7 高桑訴訟 

第 3 回 

２０１号法廷 

傍聴者 ２４名 

裁判所裏庭 

⑫ 2018.5.16 北野訴訟 

第５回 

２０１号法廷 

傍聴者  ９名 

裁判所裏庭 

職員が妨害 

＊奈良地裁への抗議 ２０１８年６月５日 抗議文郵送、後日、抗議に出向く 

＊報告書の作成 その都度、概要がわかる報告書を作成 
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（２）原告団事務局 

①第３次原告団の募集 

    奈良地裁に集団提訴２０１７年９月１日     ２２名 

    ＊宮内訴訟    ２０１６年７月２１日     １名 

     第１次集団訴訟 ２０１６年１２月２７日   ４５名 

     第２次 〃   ２０１７年３月１４日    ５８名 

     合計 原告数               １２６名 

 

   ②原告団アンケート 

    ＮＨＫ報道による各原告の損害状況 ２０１７年９月実施 

    対象 原告団１２６名 回答者６０名（回収率 ４８％） 

    うち、７名が裁判所に陳述書を提出予定  

 

（３）ＮＨＫニュース番組の放送法４条違反事例のアッピール 

   口頭弁論の準備書面に反映 

   ・共謀罪報道 

   ・加計学園問題の報道 

   ・２０１７年総選挙報道 

   ・ＮＨＫ受信料制度等検討委員会の答申分析  

 

（４）裁判支援ニュースの発行 

   第１７号 ２０１７年７月１日  第３次原告団募集、今後の裁判日程 

   第１８号 ２０１７年８月１日  大阪高裁で勝訴、今後の裁判日程 

   第１９号 ２０１７年９月１５日 第３次原告団で提訴、口頭弁論報告 

   第２０号 ２０１７年１０月２０日 口頭弁論報告、今後の裁判日程 

   第２１号 ２０１８年２月５日  今年は、いよいよ正念場、弁護団増員 

   第２２号 ２０１８年４月１５日 口頭弁論は終盤、放送法４条撤廃の動き 

   第２３号 ２０１８年５月１５日 ３つの裁判が併合、原告団交流会 

 

２．講演会 

（１）裁判報告会に合わせ実施: 

２０１７年７月２６日  奈良県文化会館 ６１名参加 

「公共放送のあり方を考えるーＮＨＫ受信料裁判からー」 

 辰巳 創史 弁護士   

                         

２０１７年９月４日 奈良県教育会館   ７８名参加 

「森友、加計疑惑とマスメディア」 

 白井 啓太郎 弁護士 

 

 

 

２ 



２０１７年１２月４日 奈良県教育会館 

   「メディアと権力について思うこと」 

    安藤 昌司 弁護士 

 

  ２０１８年２月２６日 奈良県教育会館   ５９名参加 

   「ＮＨＫ受信料裁判に関する最高裁の大法廷判決について」 

    白井 啓太郎 弁護士 

 

  ２０１８年５月６日 奈良県教育会館    ５８名参加 

   傍聴参加者と弁護団の交流会 

 

（２）奈良の会主催 

   ６月１３日（水）１４時～１６時 

   県教育会館４Ｆ大会議室 

   東京オリンピックとマスメディア 

   鵜飼 哲 さん 一橋大学特任教授 

 

 

３．各地の視聴者団体等との交流 

   年月日 主催 テーマ 参加 

① 2017.6.24 ＮＨＫを考える

東海の会 

ＮＨＫ受信料と

は何か 

辰巳弁護士 

宮内さん、 

② 2017.11.25 青法協 

人権研究交流集会 

公共放送のあり

方を問う 

佐藤弁護士 

奈良の会 5 名 

③ 2018.5.20 ＮＨＫ問題を考

える会（兵庫） 

放送法４条撤廃

反対ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑ 

安藤弁護士 

奈良の会 5 名 

 

４．ＮＨＫ奈良放送局への申し入れ 

２０１７年９月２８日（木）１４時～１４時３０分 

今次衆院選の選挙報道についての告示前の要請 

 

  ２０１８年６月４日（月）１３時～１３時３０分 

  放送制度改革、権力監視報道に立ち返り、報道現場の委縮克服を求める 

  ＮＨＫ裁判（ＮＨＫは、まじめに対応すること）、講演会案内 

 

５．奈良の会ニュース 

  ２０１７年８月 第４号 

  放送受信料裁判（宮内受信料裁判）の概要 
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Ⅱ．２０１８年度の活動方針 
今次総会翌日（２０１８年６月１４日）～次回総会（２０１９年６月頃） 

 

１．ＮＨＫ裁判（放送法遵守義務確認請求事件）支援 

（１）傍聴呼びかけ・裁判報告会の実施 

   ・２０１８年７月９日（月）１４時 奈良地裁大法廷 

    併合集団訴訟第９回口頭弁論 

    

    ・これから年内に２回～３回程度口頭弁論を予想 （年度 ４回～５回） 

    その都度、傍聴呼びかけ・裁判報告会を実施 

 

（２）大阪高裁に上告する場合の対応検討 

 

  

（３）原告団事務局 

①原告団交流会 

    ６月２０日（水）１４時～１６時 

    県教育会館２Ｆ第３会議室 

 

（４）ＮＨＫニュース番組の放送法４条違反事例のアッピール 

   ①ＮＨＫ大阪放送局の記者配転 

   ②その他 

 

（５）立証尋問への対応 

①立証尋問の候補者 

民法の専門家 

視聴者団体の代表（ＮＨＫを監視・激励する視聴者コミュニティ） 

放送モニターの専門家（放送を語る会）  小滝事務局長と 7 月 9 日懇談 

原告 

 

（６）裁判支援ニュースの発行 

   適宜 発行 

 

２．講演会 

（１）裁判報告会に合わせ実施: 

   ７月９日（月）１４時３０分～１６時 

県教育会館４Ｆ大会議室 

   ＮＨＫの森友・加計問題報道 

   小滝 一志 放送を語る会事務局長 

 

 

４ 



（２）奈良の会主催 

    早ければ今秋開催  

 

３．各地の視聴者団体等との交流 

  適宜 実施 

 

４．ＮＨＫ奈良放送局への申し入れ 

  適宜 実施 

 

５．奈良の会ニュース 

  奈良の会ニュース第５号の発行 

 

６．会費納入促進と会員拡大 

（１）会費納入率 

   ２０１７年度 ６４％ → ２０１８年度 ８０％ 

 

（２）会員拡大 

   現在 ２０８名 → 目標 ３００名 

 
 

Ⅲ．規約の改正 
   規約第５条（役員） 

   代表者を１名置く。→ 共同代表を複数名置く。 

 

 
Ⅳ．２０１８年度役員体制 
  共同代表  

佐藤 真理 

池田 順作 

 

    運営世話人 

    浅部 禎一        

    斎藤 紀彦 

    杉村 淑子 

    高桑 次郎 

    原田 栄子  

    平川 邦昭 

    宮内 正厳  

 
 

５ 



Ⅴ．２０１７年度会計決算とカンパ裁判支援会計報告 
   別紙 １  

    
 
Ⅵ．２０１８年度会計予算とカンパ裁判支援会計予算 
   別紙 ２ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ 



２．NHK問題を考える奈良の会会則 

（ 会の名称） 

第１条 NHK問題を考える奈良の会                                     

（会の目的） 

第２条 次の事項を目的とする 

１．NHKの自主独立を求める。 

２．表現・報道の自由と国民の知る権利を守る。 

３．視聴者主権の NHK実現を目指す。                            

（主な活動内容） 

第３条 次の活動を実施する。 

１． 学習会、講演会。 

２． 放送番組の監視・激励活動。 

３． ホームページ、メールを主な手段として、情報・意見交換、情報発信など。 

４．ニュースの発行。   

（会員） 

第４条 本会の目的に賛同し、入会手続きを行った者を会員とする。 

（役員） 

第５条 次の役員を置く。任期は２年とする。 

共同代表を複数名置く。共同代表は、会を代表する活動を行う。 

１． 運営世話人数名を置く。運営世話人は、適宜必要業務を分担する。 

３．会計担当１名を置く。出納事務を担当し、会計報告を行う。 

４．会計監査を１名置く。会計報告の監査を行う。 

（総会） 

第６条 毎年１回総会を開く 

第７条 総会では次の事項を付議する。 

１．活動報告、会計報告 

２．活動計画、予算 

３．役員の選任４．会則の改訂 

５．その他運営に関する重要事項 

（会計） 

第８条 会の運営財政は、会費、運営協力金、寄付金、活動収益金でまかなう。 

第９条 年会費は一口 １，０００円とする。複数口も可とする。 

第１０条 会計年度は、4月 1日より翌年３月３１日までの１年間とする。 

（会の連絡先）                             

第１１条 下記を連絡先とする。 

奈良合同法律事務所気付け「NHK問題を考える奈良の会」 

〒630-8213 奈良市登大路町５ 修徳ビル２F 

電話：0742-26-2457、  FAX ：0742-26-3010 

８ 



付則１ この会則は、２０１４年１２月１日発効。 

付則２ この会則は、２０１５年９月２６日改訂。 

付則３ この会則は、２０１６年８月４日改訂。 

付則４ この会則は、２０１８年６月１３日改訂。 

 

＊奈良の会への入会呼びかけ人  ２０１７年６月現在 

井ノ尾寛利 （奈良県労働組合連合会 議長） 

河戸憲次郎 （奈良県平和委員会 事務局長） 

工藤良仁  （般若寺住職） 

佐藤真理  （奈良合同法律事務所 弁護士） 

西本守直  （奈良革新懇 代表世話人） 

横山 知司 （奈良民主医療機関連合会 会長）  

松川明一  （奈良県商工団体連合会 会長） 

溝川悠介  （大阪府立大学名誉教授） 

森本吉秀  （農民運動奈良県連合会 会長） 

 

２．各地の視聴者団体 

ＨＫ問題を考える会（兵庫） /  ＮＨＫ問題を考える奈良の会 

ＮＨＫ問題とメディアを考える茨城の会 / ＮＨＫ問題を考える会・さいたま  

ＮＨＫとメディアを語ろう・福島 / ＮＨＫ問題大阪連絡会   /  ＮＨＫを考える

東海の会 / メディアを考える市民の会・ぎふ   / ＮＨＫ問題を考える堺の会 / 

政府から独立したＮＨＫをめざす広島の会 / ＮＨＫ問題を考える岡山の会  /  Ｎ

ＨＫをただす所沢市民の会  /  ＮＨＫ問題を考える滋賀連絡会/ マスコミ問題を

考える秋田の会 / ＮＨＫ問題を考える会（屋久島町） /   ＮＨＫを考える福岡の

会 / ＮＨＫ前橋抗議行動の会 / ＮＨＫ問題を考える会・かながわ / ＮＨＫ

問題京都連絡会 / ＮＨＫを考える吹田の会 / 言論の自由と知る権利を守る長

崎の会 / ＮＨＫを監視・激励する視聴者コミュニティ / 日本ジャーナリスト会

議 / 放送を語る会           

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 


